金銭消費貸借契約書
※電子契約用サンプル

貸主（以下「甲」という）と借主（以下「乙」という）は、金銭の貸借に関し、以下の通り契約を締結する。

[bookmark: _heading=h.7npni3h2m7n]第1条（貸借の内容） 
甲は乙に対し、金[ 金額 ]円を貸し付け、乙はこれを借り受けた。

第2条（交付の方法） 
甲は乙に対し、本日、第1条の金額を乙が指定する以下の銀行口座に振り込んで交付する。なお、振込手数料は乙の負担とする。
· [銀行名]
· [支店名]
·  [口座種別] 
· [口座番号]
· [口座名義]

[bookmark: _heading=h.epsk9w57avp0]第3条（利息）
 本貸付金の利息は、年★★％（年365日日割計算）とする。
 ※無利息にする場合は「本貸付金の利息は無利息とする」と記載

[bookmark: _heading=h.ytm620bpyw07]第4条（弁済方法） 
乙は甲に対し、借入金元本および利息を以下の通り分割して、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。
1. 第1回目：金[★★★★ ]円（令和[★ ]年[★]月末日まで）
2. 第2回目：金[★★★★]円（令和[★]年[★]月末日まで）
※一括返済の場合は「令和[★]年[★]月[★]日までに、元利金を一括して支払う」と記載

[bookmark: _heading=h.boobejqq5ppa]第5条（期限の利益の喪失）
 乙に以下の事由が一つでも生じた場合、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し、借入金元利金の全額を直ちに一括して支払わなければならない。
1. 乙が第4条の返済を1回でも怠ったとき。
2. 乙が他の債務により差し押さえ、または強制執行を受けたとき。
3. 乙が破産、民事再生の申し立てを受けた、または自ら申し立てたとき。
4. 
[bookmark: _heading=h.7grp6rk8gz9x]第6条（遅延損害金） 
乙が返済を遅滞したときは、甲に対し、返済期日の翌日から支払い完了に至るまで、年[★]％の割合による遅延損害金を支払うものとする。

[bookmark: _heading=h.gtmy82u4tcn3]第7条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、自らが反社会的勢力ではないことを確約し、これに反した場合は、何らの催告を要せず本契約を解除できるものとする。
第8条（合意管轄） 
本契約に関して紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する[★★★★裁判所 ]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _heading=h.z53mdfq78dpu]第9条（後文※電子契約用） 
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の上で電子署名を施し、各自その電磁的記録を保存するものとする。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。



0000年00月00日


甲
　住 所:〇〇県〇〇市〇〇〇00-00-00
　株式会社〇〇〇
　代表取締役社長　〇〇 〇〇〇　　　

乙
　住 所:〇〇県〇〇市〇〇〇00-00-00
　株式会社□□□□
　代表取締役社長　〇〇 〇〇〇　　　



※注意事項
当契約書は参考雛形となりますので、ご利用については弊社では責任を負いかねます。
ご利用の際には必ず専門家とご相談し内容を変更の上ご利用ください。
